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新 旧 

上場有価証券等取引の契約締結前交付書面 

 

（内容省略） 

 

 

 

取引に係る手数料及び諸費用 

 

（内容省略） 

 

（2）米国の金融商品取引所に上場する株式等（米国株式）の取引手数料 

（削除） 

 

米国株式における取引の手数料は、1 注文の約定代金に応じて次の手

数料が適用されます。 

米国株式の売買が約定した際には、１回の取引につき約定代金の

0.495％（税込）（最低手数料 0.00 米ドル、上限手数料 22 米ドル（税

込））の手数料をお支払いいただきます。 

計算により小数点未満の端数が発生する場合は切り捨てとなります。 

 

上場有価証券等取引の契約締結前交付書面 

 

（内容省略） 

 

 

 

取引に係る手数料及び諸費用 

 

（内容省略） 

 

（2）米国の金融商品取引所に上場する株式等（米国株式）の取引手数料 

米国株式の売買が約定した際にかかる手数料は、無料です。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

別紙 1 別紙 1 
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※米国株式のお取引にかかる決済方法は、円貨又は外貨決済となります。

円貨決済にて米国株式の売買を行う場合、現地通貨建ての受渡代金を国内

約定日の適用為替レートにて円換算した金額が受渡代金となります。 

（以下、省略） 

 

（令和 6 年 8 月 17 日 改訂） 

 

 

 

DMM FX 株券担保サービスについて 

 

（内容省略） 

 

 

 

 

為替取引サービスについて 

 

本サービスは、お客様からお預りしております円貨又は外貨を、お客様の

指示にて円貨又は外貨へ為替取引することが可能なサービスです。 

 

・DMM株の為替取引サービス概要 

ご利用いただける通貨と取引の概要は、以下のとおりです。 

※米国株式のお取引にかかる決済方法は、円貨決済となり、現地通貨建て

の受渡代金は、国内約定日の適用為替レートにて円換算した金額とな

ります。 

（以下、省略） 

 

 

 

 

 

DMM FX 株券担保サービスについて 

 

（内容省略） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

別紙 2 別紙 2 

別紙３ 
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通貨 約定時刻 

為替 

スプレッ

ド 

（片道） 

上乗せ

レート 

取引

単位

（※

1） 

受渡日 
受渡不

可日 

米ドル

（USD） 

毎営業日 

1日 2回 

1回目 

8：40 

2回目 

14：30 

0.25円 105% 

1 米ド

ル以上 

1 米ド

ル単位 

翌々 

営業日 

米国の

銀行の

休業日 

 

※1 日本円売り外貨買いは 1 米ドル以上、1 米ドル単位です。 

外貨売り日本円買いは 1 米ドル以上、0.01 米ドル以上の単位です。な

お、外貨売り日本円買いは、全数量指定の注文であれば 1 米ドル未満で

あっても取引可能です。 

 

1. お取引方法 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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・当社の為替取引サービスは、DMM 株サービスの口座開設手続き完了後、

お取引ツールにログイン後の「為替取引」画面にてお取引いただけます。 

 

 

2. 取扱い通貨 

・米ドル（USD） 

 

3. 取引受付時間 

・為替取引サービスについての取引受付時間は以下のとおりです。 

ただし別途当社がホームページでお知らせするシステムメンテナンス

時間を除きます。 

1 回目 16:00～6:00  2 回目 9:30～13:30 

 

4. 為替レート 

・当社は、主要な外国為替市場におけるインターバンクレートを参考とし、

適正になるように当社が決定した「為替レート」を提示いたします。 

 

5. 約定時刻、買付余力反映タイミング 

・本サービス概要の表中「約定時刻」に記載の時間に約定します。 

・注文日時及び約定日時は為替取引画面上の為替取引履歴に表示されてお

ります。それぞれ必ずご確認くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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・為替取引後の金額が買付可能額に反映されるのは約定時刻（8 時 40 分又

は 14 時 30 分）となります。為替レートは約定時刻に決定するため、為

替取引のご注文をいただいた時点では確定しておりません。 

 

6. 為替スプレッド（片道） 

・為替スプレッド（片道）は、本サービス概要の表中「為替スプレッド（片

道）」に記載のとおりです。 

・日本円売り外貨買いの場合は、適用為替レートに為替スプレッド（片道）

を上乗せした為替レートでお取引いただきます。 

・外貨売り日本円買いの場合は、適用為替レートから為替スプレッド（片

道）を控除した為替レートでお取引いただきます。 

・円貨決済による外国株式取引に関しても、原則として当該為替スプレッ

ド（片道）が適用されます。 

 

7． 上乗せレート 

・日本円売り外貨買いの場合は、ご注文をいただきましてから約定となる

までの間、日本円の出金可能額（出金可能額は、買付余力とは異なる場

合があります。）から概算の受渡金額を拘束いたします。 

・概算の受渡金額は、参考例レート（前日国内営業日基準）に 105%（上

乗せレート）を乗じた値で計算いたします。 

・なお、外貨売り日本円買いの場合は、外貨の買付可能額からご注文の外

貨金額を拘束いたします。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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・上乗せレートは、為替の変動状況などを考慮の上、当社の判断により変

更することがあります。 

・為替相場が大きく動いた場合、実際の約定金額が概算の受渡金額を上回

り、かつ、日本円の出金可能額が不足した場合においても円貨から外貨

への為替取引のご注文は約定いたしますのでご注意ください。その際は

不足分をご入金いただきます。 

 

8． 取引単位 

・外貨の金額指定にて、サービス概要の表中「取引単位」に記載の単位で

ご注文を受け付けいたします。 

・ただし、「外貨売り日本円買い」のご注文において、外貨の保有金額が最

低取引単位に満たない場合は、保有する全ての外貨の売却となります。 

 

9． 受渡日 

・受渡日は、本サービス概要の表中「受渡日」に記載のとおりです。 

・受渡日となる国内営業日が、本サービス概要の表中の「受渡不可日」等、

為替の決済ができない、または為替の決済が困難であることが想定され

る日に該当する場合には、その翌国内営業日とします。 

・受渡日は、為替取引画面上に表示いたしますので、必ずご確認ください

ますようお願いいたします。 

 

10．ご注意事項 

・ご注文の取消は、為替取引の約定前の取引受付時間内であれば可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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・為替取引は同一約定日の注文において反対方向の発注はできません。 

・外国株式における譲渡益税は円貨で差し引かれます。その結果、円が不

足した場合には立替金が発生いたします。その際は不足分を円貨でご入

金いただく又は外貨から円貨への為替取引をお客様の操作で行ってい

ただきます。 

・為替取引の注文後、何らかの事情により日本円のお預り残高が不足する

こととなった場合でも、円貨から外貨への為替取引は成立いたしますの

でご注意ください。 

・米ドルの不足金が発生し、所定の時限までにお支払いいただけない場合、

当社の任意でドル買いの為替取引を発注し、原則として日本円で請求い

たします。当該為替取引を取消すことはできません。 

・外貨の残高（預り金）には金利がつきません。 

・為替取引は、当社で取り扱っております店頭外国為替証拠金取引とは異

なります。 

・為替相場の変動により損失を被ることがあります。 

 

11．税金 

・為替取引で発生する利益は、個人の場合、雑所得（またはその他の所得）

として総合課税の対象と考えられますが、詳細につきましては、所轄の

税務署等にお問い合わせください。 

 

12．為替取引サービスについて（別紙３）の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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・為替取引サービスについて（別紙３）は、法令の変更または監督官庁の

指示、その他必要が生じたときには変更されることがあります。 

・変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな

義務を課すものであるときは、その内容をご通知します。この場合、所

定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更にご同意いただい

たものとして取扱います。 

以上 

（令和 6 年 8 月 17 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


